


第
４
期
静
岡
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

市県

連携

社会福祉協議会

個別分野計画

第３次袋井市総合計画
整合

袋井市地域福祉推進計画
福祉に関係する個別分野計画を横断的かつ包括的に捉える計画

第5次袋井市
地域福祉計画

第5次袋井市
地域福祉活動計画

一体的に策定

上位計画として策定

袋井市障がい福祉計画・障がい児福祉計画

袋井市男女共同参画推進プラン

袋井市こどもしあわせプラン

袋井市障がい者計画

袋井市長寿しあわせ計画

第４次

５　計画の期間

　本計画は2026年度から2030年度までの５年間を計画期間とします。

３　内包する計画

　本計画は、地域福祉に関連する以下の計画を内包しています。

２　地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定

　第４次計画においては、地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的に策定し、市民、社会福祉協議会、行政それぞれ
の主体が役割を担い、連携しながら地域福祉施策を進めてきました。
　地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係性についてみると、地域福祉計画は地域福祉の理念や仕組みを示し、それ
に沿って地域福祉活動計画で市内の様々な現場で行う具体的な取組を示すというように、両計画はいわば車の両輪の
関係にあります。
　本計画においても、地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的に策定し、理念や仕組み、具体的な取組を共有し
ながら、地域福祉を前に進め、地域共生社会の実現を目指します。

　「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた地域で年齢や障がいの有無に
かかわらず安心して暮らせるよう、地域住民や社会福祉に携わる
団体、機関等が互いに協力し、住民同士が互いに助け合うことの
できる関係やそのための仕組みを構築することで、より暮らしやすい
地域社会をつくろうという考え方です。
　地域福祉を推進すると、普段の生活の中で感じるちょっとした
不安や困りごとを、地域の協力や事業所、行政等との関係性の中で
解決することができ、誰もが自分らしく住み慣れた地域で安心して
暮らせるまちをつくることにつながります。

４　本市の各種計画との関係性

　本計画は、本市のまちづくりの方針を示す「第３次袋井市総合計画」の下位計画として位置づけ、整合を図ります。
　また、袋井市こどもしあわせプラン、袋井市長寿しあわせ計画（第10次袋井市高齢者保健福祉計画・第９期袋井市
介護保険事業計画）、袋井市第４次障がい者計画、袋井市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画等の各福祉
分野において策定する計画の上位計画として位置づけるとともに、その他関連計画との整合を図ります。

地域福祉計画とは１ 計画の概要

１　地域福祉とは

３.  人権啓発推進計画
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第 5 条に基づき、市が策定する「人権啓発推進計画」

２.  再犯防止推進計画
再犯防止推進法第８条に規定する「地方再犯防止推進計画」

１.  成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度利用促進法第14条に規定する「成年後見制度利用促進基本計画」

年度

地域福祉計画
地域福祉活動計画 第5次 第6次

2031
（令和13）

2030
（令和12）

2029
（令和11）

2028
（令和10）

2027
（令和9）

2026
（令和8）

2025
（令和７）
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　福祉の持つ言葉の意味は、「福」も「祉」もどちらもしあわせを意味する言葉です。
　誰もがしあわせに暮らしていくためには、人々の支え合い、共生の力が普遍的な理念となります。
　この理念に基づき、本計画では前計画の基本理念である「ふれあい・支え合い　みんなで創ろう 共生の輪」を受け継ぎ、
互いに助け合い、支え合うことで、誰もが自分らしく地域で生活を送ることができる「地域共生社会」の実現を目指して
いきます。

計画の体系2

ふれあい・支え合い
みんなで創ろう 共生の輪

基本目標 基本施策基本方針基本理念
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あ
い
・
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え
合
い   
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ん
な
で
創
ろ
う 

共
生
の
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１　地域福祉の意識を高める啓発運動の充実
２　福祉に関する生涯学習の充実
３　学校における福祉教育の充実
１　人権意識の高揚
２　個別の人権問題解決の推進
１　地域の声掛け・見守りネットワークづくり
２　地域における支え合いの仕組みづくり
３　地域における居場所・交流の場の充実
４　郷土愛を育む取組・世代間交流の促進
１　ボランティアの育成
２　ボランティア活動の促進
３　地域福祉活動の担い手・団体の育成
４　民間事業者、市民活動団体などの地域福祉への参加促進
１　ユニバーサルデザインの推進
２　暮らしのバリアフリー化の推進
１　地域における健康づくり活動の推進
２　地域における高齢者・障がいのある人の生きがいづくりの推進
１　地域の安全・安心の確保
２　災害に強い地域づくり
１　包括的な相談支援体制の構築
２　きめ細やかなニーズの把握と関係機関・団体との連携強化
３　ニーズに的確に応える福祉サービスの提供
４　情報提供の充実
１　成年後見制度の利用促進【袋井市成年後見制度利用促進基本計画】
２　再犯防止に向けた体制づくり【袋井市再犯防止推進計画】
３　生活に困難を抱える人に対する支援の充実
１　福祉人材の確保
２　福祉人材の育成

１　地域共生の意識の醸成１

地域共生のための
意識づくり

２

地域共生のための
地域づくり

３

福祉の基盤づくり

２　人権啓発の推進【袋井市人権啓発推進計画】

１　地域におけるふれあい・支え合い活動の推進

２　多様な担い手による活動推進

３　誰もが暮らしやすいまちづくりの推進

４　健康・生きがいづくりの推進

５　誰もが安心して生活できる地域づくりの推進

１　包括的支援体制の充実

２　困難な状況にある市民への支援の充実

３　福祉サービスを担う人材確保・育成

基本理念



目標値
（2030年度）現状値成果指標
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主な取組

● はいかいSOSネットワーク事業の推進　　　    ● ファミリー・サポート・センターの実施
● 通いの場（介護予防体操）の推進　　　　        ● 放課後子ども教室推進事業の実施　　　
● ふれあい・いきいきサロンボランティアの育成   ● 認知症サポーター養成講座の開催
● 地域福祉活動推進事業　　　　　　　　　　 ● ふくろい健康保健室の実施
● 障がい者スポーツ交流会の開催　　　　　　  ● 避難行動要支援者計画（個別計画）の策定・推進

目標値
（2030年度）現状値成果指標

「お互いの価値観を認め合い、人とのつながりが感じられるまち」だと
思う市民の割合 44.7％39.3％

地域共生のための地域づくり基本目標2

　少子高齢化による家族機能の低下やコロナ禍等により地域のつながりが希薄化しており、ひとり暮らしの高齢者や
ひきこもり、ヤングケアラー、生活困窮世帯、ひとり親世帯など社会において孤立するリスクが高く、見守りや配慮が
必要な個人や世帯が増加するなど、福祉課題が多様化・複合化している中で、地域の支え合いを強化し、地域全体で
支える仕組みづくりを構築していきます。

目標値
（2030年度）現状値成果指標

「高齢者や障がい者など、誰もが暮らしやすいまち」だと思う市民の割合 44.6％39.1％

福祉の基盤づくり基本目標3

　地域の福祉課題は、複数の分野にまたがり、解決困難な事案が増えています。
　これまでの各制度の支援体制を重層的に機能させつつ、分野や属性にかかわらず、個人や世帯の抱える相談を包括
的に受け止め、多機関協働による包括的な相談支援や参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行うため、市民
一人ひとりのより多くのニーズに応じた福祉サービスの提供ができるよう、包括的支援体制の充実を図っていきます。

推進施策3

主な取組

● ふれあい広場の開催　　　　　　　　　　● こども・若者の「声」を聴く場の確保
● 小・中・高等学校ふれあい体験事業　　　　● 人権啓発の推進
● 地域福祉教育推進事業　　　　　　　　　● 相談体制の充実

　地域住民一人ひとりや地域の多様な主体が「自分ゴト」として関心を持ち、関わっていけるような支え合いの意識
を醸成します。
　また、幼少期から学校や家庭教育による福祉教育に関わる機会を増やし、地域や福祉活動へ参加したくなるような
取組を進めることで、将来の地域福祉の担い手育成につなげていきます。

地域共生のための意識づくり基本目標１

袋井市は市民生活の中に人権尊重の意識が定着していると思う人の割合

大人や社会が自分の意見を聴いてくれていると思うこども・若者の割合

60.8％
70.0％

55.3％
－

（参考：県41.9％）

袋井市地域福祉推進計画
（第５次袋井市地域福祉計画・第５次袋井市地域福祉活動計画）

主な取組

● 包括的な相談支援体制の構築　　　　　　　　　● こども若者にかかる相談支援事業の実施
● 地域包括支援センターの運営　　　　　　　　　  ● 成年後見制度に関する相談支援
● 民生委員・児童委員の活動支援　　　　　　　　  ● 社会を明るくする運動の実施
● 生活困窮者の自立支援に向けた各種事業の実施　 ● 再犯防止相談支援事業
● こころの健康づくりや自殺対策の推進　　　　　   ● 福祉人材が働きやすい環境づくり
● ひきこもり支援サポート事業の実施　　　　　　    ● 将来核となる福祉人材の育成

発　行 袋井市／社会福祉法人袋井市社会福祉協議会
袋井市　市民生活部　しあわせ推進課
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電話　0538-44-3121
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